
○上郡町空き家活用支援事業補助金交付要綱

令和３年３月29日

告示第14号

（目的）

第１条 この要綱は、空き家の活用を図り、定住及び地域活性化を促進するた

め、空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として改修し、活用する者等に

対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することについて、必要

な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲

げる設備要件を満たしている建築物、建築物の一部又は用途上不可分な２

以上の建築物をいう。

ア 一つ以上の居室

イ 専用（共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつ

でも使用できるものを含む。以下同じ。）の炊事用流し

ウ 専用のトイレ

エ 専用の出入口

⑵ 一戸建ての住宅 次のいずれかに該当する住宅をいう。

ア 階段、廊下等を他の住宅と共用しないもの

イ 長屋建て住宅（界壁又は床のみを他の住宅と共有しているもの）

⑶ 空き家 現に人が居住又は使用していない一戸建ての住宅をいう。

⑷ 若年世帯 交付申請時において、夫婦（婚約及び内縁関係を含む。）の

合計年齢が80歳未満の世帯をいう。

⑸ 子育て世帯 交付申請時において、子ども（18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある者）又は妊娠している者が同居している世帯を

いう。

⑹ 地域団体等 次のいずれかに該当する団体をいう。

ア 自治会、婦人会、まちづくり協議会その他これらに類する地域を基盤

として活動する団体

イ その他活動内容が地域活性化に貢献するものであると町長が認める団

体



⑺ 地域交流拠点 地域活動若しくは交流の拠点、宿泊体験施設又は店舗等

の地域活性化に資する用途に供する施設をいう。

⑻ 一定の耐震性を確保するもの 改修後において別表第１に定める耐震基

準を満たすものとして、建築士法（昭和25年法律第202号）第２条に規定

する建築士の確認を受けたもの又はその他の措置により改修建築物の居住

者又は利用者等の安全が確保されるものをいう。

（補助対象者等）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、別

表第２のとおりとする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象

者としない。

⑴ 別表第２に掲げる補助区分において重複して補助金の交付を受けようと

する者

⑵ 国、県又は町から他に補助金等（耐震診断又は耐震改修の実施のための

補助金等を除く。）を受ける者

⑶ 不動産の売買又は賃貸を主たる業とする者

⑷ 町税を滞納している者

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者

⑹ その他町長が不適当と認める者

（補助対象となる空き家）

第４条 補助金の交付の対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。ただし、国又は町が提供する居住その他の使用がなされていな

い住宅に関する物件情報に登録している住宅については、第１号の規定は適

用しない。

⑴ 人が居住又は使用していない期間が６か月以上であること。

⑵ 市街化区域にあること。

⑶ 建築後20年以上経過したものであること。

⑷ 台所、浴室又は便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されてお

らず、機能回復が必要であること。

⑸ 昭和56年５月31日以前に着工された空き家の場合は、一定の耐震性を確

保するものであること。

⑹ 住宅所有者以外が改修を行う空き家の場合は、10年以上の賃借期間の確

保、改修に対する住宅所有者の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免

除及び買取請求権の放棄を明確にすること。



２ 前項の規定にかかわらず、改修しようとする空き家が次の各号のいずれか

に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

⑴ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成12年法律第57号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域内にあ

るもの

⑵ 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項に規定する地す

べり防止区域にあるもの

⑶ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）

第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域にあるもの

⑷ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第39条第１項に規定する災害危険

区域内にあるもの

⑸ 建築基準法（昭和25年法律第201号）、都市計画法（昭和43年法律第100

号）、旅館業法（昭和23年法律第138号）、農地法（昭和27年法律第229

号）その他の法令に適合していないもの又は改修後において適合する見込

みがないもの

⑹ その他町長が不適当と認めるもの

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するため、機能回復

又は設備改善に必要な工事に要する費用（兵庫県の空き家活用支援事業の対

象となるものに限る。）とする。

（補助金の額等）

第６条 町長は、予算の範囲内において、別表第２に掲げる補助区分ごとに、

同表に掲げる補助対象者に対し、同表に掲げる補助対象経費の区分に応じた

金額の補助金を支給するものとする。

２ 補助金の交付回数は、一の補助対象者につき、１の年度（４月１日から翌

年３月31日までをいう。）において１回とする。

（補助申請及び交付決定）

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）に着手する前に、空

き家活用支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、町長に提出しなければならない。

⑴ 収支予算書（様式第２号）

⑵ 実施計画書（様式第３号）

⑶ 事業費内訳表（様式第４号）



⑷ 工事費の見積書の写し

⑸ 建物図面等（付近案内図、配置図、平面図（改修前後）、その他改修工

事内容が確認できる図面）

⑹ 土地及び建物の登記事項証明書（空き家が未登記である場合は、住宅の

所有者や築年月日が確認できる書類）

⑺ 台所、浴室及び便所の設備の設置年が確認できる書類

⑻ 耐震性能確認書（様式第５号。昭和56年５月31日以前に着工された空き

家の場合に限る。）

⑼ 空き家の外観及び改修予定箇所の現況写真

⑽ 誓約書（様式第６号）

⑾ 空き家活用支援事業同意書兼暴力団排除に関する誓約書（様式第７号）

⑿ 承諾書（様式第８号。空き家所有者以外の者が申請する場合に限る。）

⒀ 賃貸借契約書の写し（空き家を賃貸又は賃借して活用する場合に限

る。）

⒁ 入居予定世帯の住民票の写し（別表第２に掲げる住宅型（若年・子育て

支援タイプ）を申請する場合に限る。）

⒂ 地域団体等の登記事項証明書、定款又は約款（別表第２に掲げる地域交

流拠点型を申請する場合に限る。）

⒃ その他町長が必要と認める書類

２ 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査して交付

又は不交付を決定し、空き家活用支援事業補助金交付（不交付）決定通知書

（様式第９号）により申請者に通知するものとする。

（補助事業の変更等）

第８条 前条第２項により補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業の内

容を変更しようとするときは、速やかに空き家活用支援事業補助金変更交付

申請書（様式第10号）に必要書類を添えて、町長に提出しなければならな

い。

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付

決定の内容の変更を承認すべきものと認めたときは、空き家活用支援事業補

助金変更交付決定通知書（様式第11号）により申請者に通知するものとす

る。

（実績報告）

第９条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、完

了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の３月15日



のいずれか早い日までに、空き家活用支援事業補助金実績報告書（様式第12

号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

⑴ 収支決算書（様式第13号）

⑵ 実施報告書（様式第14号）

⑶ 工事請負契約書及び領収書の写し

⑷ 工事写真

⑸ 賃貸契約書の写し（空き家を賃貸又は賃借して活用する場合において、

交付申請時に未提出のときに限る。）

⑹ 耐震改修工事実施確認書（様式第15号。昭和56年５月31日以前に着工さ

れた空き家のうち、改修前において別表第１に掲げる耐震基準を満たして

いないものを改修した場合に限る。）

⑺ 事例等掲載意向確認書（様式第16号）

⑻ その他町長が必要と認める書類

（交付額の確定等）

第10条 町長は、前条の実績報告を受けた時は、速やかに内容を審査し、交付

すべき補助金の額を確定し、空き家活用支援事業補助金額確定通知書（様式

第17号）により申請者に通知するものとする。

２ 町長は、確定した補助金の額が交付決定額（第８条の規定により変更した

場合にあっては、その交付決定額）と同額であるときは、前項の規定による

通知を省略することができる。

（補助金の請求等）

第11条 交付決定を受けた申請者は、補助金の交付の請求をしようとするとき

は、空き家活用支援事業補助金請求書（様式第18号）を町長に提出しなけれ

ばならない。

２ 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金を交付するものとする。

（交付決定の取消し等）

第12条 町長は、交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、当該交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の返還を

命ずるものとする。

⑴ この要綱の規定に違反したとき。

⑵ 交付決定又は変更決定に付した条件に違反したとき。

⑶ 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

（活用状況の報告）



第13条 補助金の交付を受けた者は、当該事業完了後10年間、事業完了の翌年

度と翌年度から３年ごとに、補助金の交付を受けて改修した建築物の活用状

況について、空き家活用支援事業補助金改修建築物活用状況等報告書（様式

第19号）により町長に報告しなければならない。

２ 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了から10年の間に実施計画書

（様式第３号）に記載している改修建築物の使途を変更、中止又は廃止しよ

うとする場合は、あらかじめ町長と協議して同意を得なければならない。

（その他）

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和３年３月29日から施行する。



別表第１（第２条関係）

耐震基準

耐震診断区分 構造区分 耐震基準

改修建築物を

自己の居住の

用に供する場

合

左記以外の場合

⑴ 国土交通省住宅局建築指導

課監修「木造住宅の耐震診

断と補強方法」又は一般財

団法人日本建築防災協会発

行「2012年改訂版 木造住

宅の耐震診断と補強方法」

による一般診断法又は精密

診断法

木造 上部構造評点

が0.7以上

上部構造評点が

1.0以上

⑵ 市町が実施する簡易耐震診

断

木造 総合評点が0.7

以上

総合評点が1.0

以上

⑶ 一般財団法人日本建築防災

協会による「既存鉄骨造建

築物の耐震診断指針」

（1996年版、2011年版）に

よる耐震診断

鉄骨造 構造耐震指標

(Is)が0.3以上

構造耐震指標

(Is)が0.6以上

⑷ 一般財団法人日本建築防災

協会による「既存鉄筋コン

クリート造建築物の耐震診

断基準」に定める「第1次診

断法」、「第２次診断法」

又は「第３次診断法」

（2011年版）による耐震診

断

鉄筋コンク

リート造

構造耐震指標

(Is)を構造耐震

判定指標(Iso)

で除した値が

1.0以上

⑸ 一般財団法人日本建築防災

協会による「既存鉄骨鉄筋

コンクリート造建築物の耐

震診断基準」に定める「第

鉄骨鉄筋コ

ンクリート

造



１次診断法」、「第２次診

断法」又は「第３次診断

法」（2009年版）による耐

震診断

⑹ 建築基準法施行令（昭和25

年政令第338号）第3章第8節

に規定する構造計算による

耐震診断

全ての構造 構造計算により安全性が確かめ

られること。

⑺ 上記⑴から⑹までに掲げる

方法と同等と認められる耐

震診断

全ての構造 上記⑴から⑹までの耐震基準と

同等の耐震性を有すると認めら

れること。



別表第２（第３条関係）

対象空き家区分 補助対象者 補助対象経費区分 補助金額

住宅型 一般世帯 空き家を住宅として活用

するために改修し、次の

いずれかに該当する方

１ 空き家に10年以上居

住する者

２ 空き家を所有し、か

つ10年以上賃貸住宅と

して活用する者

100万円以上200万

円未満

50万円

200万円以上300万

円未満

83万円

300万円以上 100万円

若年世帯又

は子育て世

帯

空き家を取得し、自己居

住用の住宅として10年以

上活用するために改修す

る若年世帯又は子育て世

帯

100万円以上200万

円未満

75万円

200万円以上300万

円未満

125万円

300万円以上 150万円

事業所型 空き家を事業所として10

年以上活用するために改

修する方

150万円以上250万

円未満

66万円

250万円以上350万

円未満

100万円

350万円以上450万

円未満

133万円

450万円以上 150万円

地域交流拠点型 空き家を地域交流拠点と

して10年以上活用するた

めに改修する地域団体等

100万円以上200万

円未満

75万円

200万円以上400万

円未満

150万円

400万円以上600万

円未満

250万円

600万円以上800万

円未満

350万円

800万円以上1,000

万円未満

450万円

1,000万円以上 500万円


